
 

 

 

平成 31年 1月 7日 

佐渡農業協同組合 

 

 

ＪＡバンク優遇プログラムの優遇条件にかかる見直しについて 

 

 

 当農協におきましては、組合員・利用者の皆さまとのお取引状況に応じて、ゆうちょ銀

行・他金融機関・コンビニ等のＡＴＭでの入出金手数料のキャッシュバック等を行う「Ｊ

Ａバンク優遇プログラム」をご提供しております。 

このたび、平成 31年２月 28日時点のお取引内容に応じたポイント付与分※より、優遇

内容を判定するためのポイントを付与する対象取引につきまして、下記のとおり見直しさ

せていただきますので、ご案内申しあげます。 

※２月28日時点のお取引内容に対して優遇特典が適用されるのは３月25日～４月24日となります。 

 

記 

 

 変更前 変更後 

ポイントを付

与する対象取

引と取引ごと

の配点 

 

お取引項目 ポイント 

給与振込 40 

年金振込 40 

…  

共済掛け金支払い 各 5 
 

 

お取引項目 ポイント 

給与振込 40 

年金受取 40 

…  

（削除） 
 

 

※「ＪＡバンク優遇プログラム」の詳細につきましては、ＪＡバンク新潟のＨＰ（https：

//www.jabank-niigata.or.jp） (https://jabank-niigata.or.jp/info/chokingyo.php）

をご参照ください。 

 

以  上 


